
様式 48 の５ 

医師が時間外、休日又は深夜の手術等を行った場合の手当等の支給状況 

 

 

 

［記載上の注意］ 

１ 就業規則に記載がある場合は、写しを添付することをもって記載にかえることができる。 

  ただし、平成 27年４月１日以降に当該加算を算定するに当たっては、就業規則の写しが必要

となる。 

２ 「２」について、診療科によらず共通の場合は、「１」に実施している全ての診療科名を記載

し、まとめて提出することができる。 

２ 「２」の（２）については、少なくとも 1,000 点以上の処置に関するものについて記載する

こと。 

１ 実施診療科 

２ 手当の内容（欄を追加することが必要な場合は、適宜追加すること） 

（１）手術 

時間帯 術者 第一助手 その他の者 

時間外  
  

休日  
  

深夜  
  

（２）処置 

時間帯 実施者 その他の者 

時間外   

休日   

深夜   


